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一般貸切旅客自動車運送事業に係る乗務距離による交替運転者の配置 

の指針について 

 

 

貸切バスに係る安全性の確保及び質の向上に向けた方策を検討するため設置された

「貸切バスに関する安全等対策検討会」において、平成１９年１０月に報告が取りまと

められ、その中で、交替運転者の配置基準は、現行の時間による基準では、個々の運行

において配置が必要なケースに該当するかがわかりにくく、旅行業者にも説明しにくい

との指摘があり、国土交通省において、乗務距離に基づく交替運転者の配置基準のあり

方について検討すべきことが盛り込まれています。 

当該報告の趣旨を踏まえ検討を行った結果、今般、「旅客自動車運送事業運輸規則第

２１条第１項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基

準」（平成１３年国土交通省告示第１６７５号）で定められた運転時間を遵守するため

の目安として、乗務距離による交替運転者の配置の指針を試行的に定め、自動車交通局

安全政策課長、同局旅客課長から社団法人日本バス協会会長に対し別添１のとおり通知

され、当課に対しても別添２により旅行業者に対する周知について協力依頼がありまし

た。 

 本件については、更なる旅行の安全の確保を図るため、旅行業者が本指針の趣旨を理

解し、一般貸切旅客自動車運送事業者と連携して適切な交替運転者の配置が図られるよ

う、別添写しのとおり、（社）日本旅行業協会会長及び（社）全国旅行業協会会長に対

し、会員に対する周知方要請したところであるが、両協会非加盟の第２種・第３種旅行

業者に対しても周知するよう、よろしくお願いします 

 
 


